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令和４年度第３回後志圏域地域医療構想調整会議議事録 

 

 

日 時：令和５年(2023年)３月１５日（水） 18:30 ～20:00 

場 所：後志総合振興局 講堂 

出席者：別紙「出席者名簿」のとおり 

議 題：（１）地域医療構想について 

    （２）報告事項 

  ア 後志圏域地域医療構想調整会議委員の交代について 

  イ 後志圏域地域医療構想調整会議病院専門部会委員の交代について 

      ウ 令和４年度地域医療構想調整会議等開催状況について 

エ 令和４年度意向調査結果について 

（３）病床機能の変更について 

（４）協議事項 

  ア 公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証について 

  イ 「公立病院経営強化プラン」について 

      ウ 「地域医療構想推進シート」の更新について 

 

議 事 

（開 会） 

（佐々木課長） それでは定刻となりましたので、只今から、令和 4 年度第 3 回後志圏域地域医療

構想調整会議を開催いたします。皆様におかれましては、年度末の何かとご多忙のところご出

席をいただき、誠にありがとうございます。議事に入りますまでの間、進行を担当させていた

だきます、保健行政室企画総務課長の佐々木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、会議の開催にあたりまして、後志総合振興局保健環境部長の築島よりひと言ご挨拶

申し上げます。 

 

（築島部長） 皆様、大変お疲れ様でございます。後志総合振興局保健環境部長、倶知安保健所と

岩内保健所の所長を兼務しております、築島と申します。本日は大変お忙しい中、後志圏域地

域医療構想調整会議にご出席をいただきまして、厚く御礼申し上げます。委員の皆様におかれ

ましては、日頃から、後志圏域の保健、医療、福祉行政の施策の推進に多大なご理解、ご協力

をいただいておりますし、新型コロナウィルス感染症対策につきましても、感染者の診療や感

染防止対策の啓発等々、それぞれのお立場から大変なご尽力をいただいておりますことに、こ

の場をお借りしまして改めて感謝を申し上げます。 

   さて、地域医療構想ですけれども、高齢化の進展による医療ニーズの増大に対して、働く世代

の人口減少の中で、いかにして医療提供体制を整備していくかというようなことで、医療機関相

互の機能分化、そして連携強化により対応していこうとする構想でございまして、本日開催して

いる調整会議は、医療機能の分化・連携を推進するための関係者の協議の場として開催するもの

でございます。 

   ただ、新型コロナウィルス感染症が国内で発生してから３年以上の間、さまざまな活動が制限

されまして、この調整会議についても、書面開催を取り入れるなど、なかなか円滑な協議を進め

ることが難しい状況となっておりました。国のほうからは、地域医療構想の基本的な枠組みを維

持しつつ、その取り組みを着実に推進することが必要との考えが示されていることころでござい

ます。 

   新型コロナウィルス感染症対策については、報道されているとおり、この５月８日から感染症
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法上の位置づけが５類へと変更されまして、特別措置法に基づく対策も終了となります。法律上

の位置づけが変わっても、ウィルスが無くなるわけではございませんので、地域の感染対策の力

を根付かせる努力も継続しながら、この地域医療構想に関する取り組みのほうも推進してければ

と考えております。 

   本日の会議ですけれども、本庁地域医療課から地域医療構想についての説明の後、事務局から

の報告事項としまして、本年度の調整会議の書面開催の状況や、意向調査結果による圏域の各医

療機関の状況を情報共有した上で、協議事項として、公立・公的医療機関等の具体的対応方針の

再検証や、「地域医療構想推進シート」の更新等について、各病院からもご説明をいただきなが

ら、ご協議をいただくこととしております。委員の皆様には、限られた時間ではございますけれ

ども、後志圏域の医療機能の分化・連携を進めるために不可欠となります相互の意見交換、活発

なご議論をお願いしたいと考えております。 

   以上、簡単ではございますが、私からのご挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしく

お願いいたします。 

 

（佐々木課長） 本日の会議の出席者ですが、29 名中 18 名の出席となっております。なお、都合に

より出席できない余市協会病院の吉田委員は、嶋田事務部長に、倶知安町の文字委員は、坂本

福祉医療課長に、小樽市の迫委員は、田中小樽保健所長に代理出席をいただいております。ま

た、10 名の委員から事前に本日欠席というご連絡をいただいております。欠席された委員につ

きましては、資料の出席者名簿でご確認をお願いいたします。また、本日急遽欠席となりまし

た、岩内町長 木村委員についても欠席となっております。 

なお、本日連絡のありました方については、名簿の修正が間に合いませんでしたので、後日、

議事要旨と併せて送付させていただきます。 

     また、本日の議事の病床機能の変更についてご説明いただくため、札樽病院の池田院長にご出

席をいただいております。このほか、本日はオブザーバーとして、道保健福祉部地域医療課の森

係長、および当局地域政策課の志斉主幹が出席しております。 

   本日の会議資料については、事前に郵送で各委員宛てに送付させていただき、本日ご持参いた

だくこととしておりますが、皆様、お持ちでしょうか。次第の議事に、「地域医療構想につい

て」が追加となりましたので、次第を差し替えさせていただくとともに、「地域医療構想につい

て」の資料、出席者名簿、配席図を本日配布させていただいております。資料につきましては、

会議次第、設置要領、委員名簿、資料１「後志圏域地域医療構想調整鍵委員の交代について」、

資料２「後志圏域地域医療構想調整会議病院専門部会委員の交代について」、資料３「令和４年

度地域医療構想調整会議等開催状況」、資料４「令和４年度意向調査の結果概要」、資料５―１

の①「医療法人ひまわり会札樽病院の病床機能の変更の概要」、資料５－１の②「病床機能の転

換について」、資料５－２の①「北海道厚生連倶知安厚生病院の病床機能の変更の概要」、資料

５－２の②「倶知安厚生病院の病床機能変更について」、資料６「公立・公的医療機関等の具体

的対応方針の再検証について」、資料７「小樽市立病院経営強化プランの概要」、資料８「令和

４年度 4地域医療構想推進シート（案）」となっております。 

   本日のスケジュールですが、遅くとも 20 時を目途に終了させていただきたいと思いますので、

ご協力のほどよろしくお願いいたします。また、本会議につきましては、原則公開となっており

ますので、資料および議事要旨につきましては、後日当室のホームページに公開をさせていただ

きたいと思います。 

 それでは、次第の３の議事（１）に入りたいと思います。ここからの議事進行につきましては、

鈴木議長にお願いしたいと思います。鈴木議長、よろしくお願いいたします。 

 

 



3 

（鈴木議長） 皆様、こんばんは。小樽市医師会の鈴木敏夫です。座ったままご挨拶させていただ

きます。本日は、先ほどもありましたが、年度末のお忙しい中、遅い時間に、現地にお集まり

いただき、誠にありがとうございます。先ほど築島部長からもありましたが、３年に及ぶ新型

コロナウィルス感染症がようやく終息の兆しを見せておりますが、圏内では、インフルエンザ

の増加も見られており、まだ油断ができないということで、ここ倶知安・ニセコ圏域におきま

しては、インバウンドの外国人の方の増加や、私共の小樽市におきましては、クルーズ船の再

開もありまして、また感染にビクビクしている状態です。 

また、本日の調整会議に直接関わりがありませんが、2024 年には、医師の働き方改革があり

まして、それに伴う宿日直許可の問題も出てきております。今回の３年間に及ぶ感染症対策に関

しましては、各自治体の皆様、各運用機関、運用関係者の皆様の大変なご努力の中で乗り切って

いただいたと思います。その中で、この地域医療構想に関しては、先ほどありましたように、感

染に振り回されて、やや頓挫したこともございますが、今日改めて北海道から地域医療構想およ

び調整会議の意義について、最初にご説明いただけるということで、まずそれから、皆様のご意

見をいただきたいと思います。どうぞ、忌憚のない活発なご意見をいただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。また、事務局の皆様、今日非常に盛り沢山なので、私、内容飛ばす

ようでしたら、途中で教えてください。 

   そうしましたら、議事に入りたいと思います。次第の３の（１）地域医療構想について、道保

健福祉部地域医療課から、ご説明願います。 

 

（森係長） 今ご紹介いただきました、北海道保健福祉部地域医療課で地域医療係長を務めており

ます、森と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日、３年ぶりに対面で開催をしていただくということで、急遽なんですが、こういう形で、

圏域でどのような協議しているかということが非常に重要だと我々も考えておりますので、参加

させていただきます。いろいろ勉強させていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。では、座って説明させていただきたいと思います。 

 A4 横版で「地域医療構想について」ということで、資料を作成させていただいております。

いろいろな場面で説明等させていただいていることもございまして、見たこと聞いたことがある

という部分もあるかと思いますけれども、そのような事も含めて聞いていただければというふう

に思っております。よろしくお願いいたします。 

   ページをめくっていただきまして、１ページ目になりますけれども、なぜ地域医療構想なのか

ということなのですが、ひと言でいいますと、人口問題というものがあります。当然、人口は少

なくなっていく、それから、現役世代、生産年齢人口も少なくなっていく、高齢者率が増えてい

くという問題の中で、病院機能に着目をしてその問題を解決していこう、また、地域で医療サー

ビスを受けられる体制を整えていこうという考え方が根底にございます。ただ、当然この人口問

題に関して、地域医療構想を推進したからといって全てが当然解決するわけではなくて、その他、

医療従事者の確保ですとか、医師の働き方改革、来年施行になりますがそういった諸々の構造的

なところの一つとしてこの地域医療構想を考えていくという視点でとらえていただければと思っ

ております。 

   ページをめくっていただきまして、２ページ目になりますけれども、全国の人口推移というこ

とで、15 年、25 年、40 年というふうに並べさせていただきました。これについては、教科書等

でも人口構造の推移ということで、こういった資料に載っておりますけれども、従来のピラミッ

ド型からどんどんどんどん形が変わっていくということになっております。それに合わせて、先

ほど申し上げましたとおり、生産年齢人口、働く世代がどんどん減っていくという現象が推測さ

れるということになっております。この人口推移に関しましては、平成 29 年の推計が今使われ

ているのですけれども、おそらくそろそろ新しい推計が出るかと思いますけれども、我々として
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もきちんと押さえていきたいなと考えております。 

   時間の都合上、ちょっと駆け足で早口で説明させていただきます。めくっていただきまして、

３ページ目になります。これは、国の全世代型社会保障構築会議の資料から抜粋しているものに

なりますけれども、人口の短期・中期・長期の見通しということで、細かいことが少し書かれて

おります。簡単に申し上げますと、2040 年に生産年齢人口が 6,000 万人を切るということで、

5,978 万人くらいということで推測されるのですが、単純に計算すると、高齢者１人を 1.5 人で

支えるという状況になっています。2065 年ですと、1.3 人で１人。遡って 1980 年に戻りますと、

7.4 人で１人を支えている。その 20 年後の 2000 年は、3.9 人で１人を支えていると。高齢者を

支える若手・現役世代の人口が減っているという形になっております。 

   少しページを飛ばさせていただきますが、５ページ目になります。赤枠で囲ってありますけれ

ども、後志圏域につきまして、2040 年のところになりますけれども、オレンジが 15 歳から 64

歳、いわゆる現役世代、生産年齢人口というところになりますけれども、ここと、グレーの 65

歳以上、高齢者の人口、ここはほぼ同数になるということになっておりまして、先ほど 2040 年

には全国的には 1.5人で１人を支えるというようなお話をさせていただきましたけれども、後志

管内につきましては、１人が１人を支えるというような、単純計算になりますけれども、20 年

経たないぐらいにその時がやってくるという推計になっております。その他の圏域についても参

考として付けさせていただきましたので、後ほどご覧いただければと思っております。 

   では、医療機能に着目したというお話をさせていただきましたけれども、現在、北海道のほう

で北海道地域医療構想ということで策定させていただいておりますけれども、病床機能の考え方、

今、病床機能報告等で病院様から病床機能の報告をいただいているところですけれども、これは

平成 28 年の当時策定した時に、高度急性期 3,000 点、急性期 600 点、回復期 225 点という形で

点数の設定と、それから病床稼働率ですね、これで割り戻して、また、当時の人口推計を基にし

ながら、現在の必要病床数を計算しているという形になっております。 

   続きまして、８ページになるのですけれども、これにつきましては、あまり地域医療構想で知

られていないかもしれないのですけれども、在宅医療等の患者の推計を出しておりまして、細か

く見るとちょっと時間がかかってしまいますので、例えば特別養護老人ホームですとか、老健施

設ですとか、そういったものも推計の中に含めて、在宅医療等のほうにも移行しているという考

え方で、将来推計をしているところでございます。 

   ９ページ目になりますけれども、これを簡単に、今お話したことをイメージとしてまとめた時

になります。後志バージョンで作ったところではあるのですが、４番のところに、在宅医療等と

いうことで下に出ています。全体としては 2025 年推計で 2,922 床くらいがいいのではないかと

いうことで、計算上こういう形になっているところでございます。 

   またちょっと飛ばさせていただきまして、11 ページになりますけれども、病床数の推計にな

ります。これはイメージでもお伝えさせていただいたところではあるのですが、一番右側、2025

年の病床推計ということで、細かい数字を記載させていただいております。これについては、地

域医療構想の本編の中でも記載させていただいていますけれども、全体としては 2,922床、高度

急性期 164床、急性期 638床、回復期 856床、慢性期 1,264床、在宅医療等については一日あた

り 4,107人という推計をしているところとなっております。 

   続きまして 12 ページでございますが、「地域医療構想調整会議」の規定は医療法に基づいた

会議ということになっております。医療法の第三十条の十四において、診療に関する学識経験者

の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者との協議の場ということで、調整会議が

位置付けられておりますので非常に重要な会議であるということになっております。 

   続きまして 13 ページになりますが、これはちょっと一年前の資料で古いところではございま

すけれども、今後の医療提供体制の検討スケジュールということで記載をさせていただいており

ます。もう間もなく 2023 年度、令和 5 年度になりますけれども、都道府県では都道府県の医療
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計画、それから外来医療計画、ここには記載されていませんけれども医師確保計画等々、2023

年度は都道府県において非常に重要な年となっております。この地域医療構想は 2025 年までと

いうことで、真ん中のところに矢印書かれているところでございますけれども、地域医療構想に

ついては、ページめくっていただきまして 14 ページになりますが、上のほうで、地域医療介護

総合確保方針ということで、今、国のほうでも検討しているところでございますけれども、医療

計画それから介護の計画等も市町村のほうで計画の見直し等をする必要がありますけれども、そ

れの大方針を今、国のほうで検討しております。その確保方針の見直し案ということで、地域医

療構想の関係部分を抜粋しておりますけれども、入院医療については、令和７年、2025 年に向

けて地域医療構想を推進する。また、その下の、第８次医療計画等に関する意見のとりまとめ、

これは去年の 12 月に出てございますけれども、地域医療構想についてはその基本的な枠組み

「病床の必要量の推計・考え方など」を維持していくということで、国の検討会で検討されてお

ります。地域医療構想は今後どうなってくのかということで、15 ページになりますけれども、

2025 年以降における地域医療構想について、真ん中に検討のスケジュールのイメージが書かれ

ていますけれども、2023 年度（令和 5 年度）、それから 2024 年度（令和 6 年度）において、新

しい地域医療構想の検討・取組をしていくと。それを受けて 2025 年度に都道府県において新し

い地域医療構想を策定していく。2026 年度から新たな構想に基づく取組をしていく。という流

れになっておりまして、その中で、今キーになっているところが、下の点線の枠で囲っていると

ころでございますけれども、全世代型社会保障構築会議の議論の中で、赤字で書いてございます

が、病院のみならずかかりつけ医機能や在宅医療等を対象に取り込み、しっかり議論を進めた上

で、2040 年に向けたバージョンアップを行う必要があるということで、次のターゲットイヤー

は、今は 2025 年になっておりますけれども、2040 年、高齢者数が最も高くなる時でございます

けれども、ここをターゲットイヤーにして、今後検討されるということになっております。 

   ちょっと駆け足になってしまいましたが、私からは以上です。どうもありがとうございました。 

 

（鈴木議長） ありがとうございます。只今、道保健福祉部地域医療課から説明をいただきました

内容につきまして、何かご質問無いでしょうか。また後からでも大丈夫ですが。無ければ、あ

りがとうございました。 

 では、続いて、次第３（２）報告事項のアとイ、委員の交代について、まとめて事務局からご

説明いただきます。 

 

（見沢主幹） 事務局の見沢と申します。私のほうから説明させていただきたいと思います。 

資料１をご覧ください。今年度、所属団体の代表の改選により、一般社団法人岩内古宇郡医師

会から就任いただいておりまいた大井委員が千葉委員に、後志地区身体障害者福祉協会から就任

いただいておりました佐々木委員が山川委員に交代され、新たに就任いただいております。 

次に、資料２をご覧ください。今年度、所属団体の代表の交代により、社会福祉法人北海道社

会事業協会小樽病院から就任いただいておりました柿木委員が宮本委員に交代され、新たに就任

いただいております。以上です。 

 

（鈴木議長） ありがとうございました。只今、見沢さんから説明ただきました内容につきまして、

ご質問は無いでしょうか。委員の交代ですので、ご承知おきください。 

では、続いて、次第（３）の報告事項のウ、令和４年度地域医療構想調整会議等開催状況につ

いて、事務局から説明お願いいたします。 

 

（見沢主幹） 資料３をご覧ください。まず、一番上、後志圏域地域医療構想説明会ですが、令和

４年８月 23 日に、「地域医療構想に関する国及び同の動き」と「地域状況」についての内容で、
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書面開催しております。 

次に、調整会議ですけれども、第１回を令和４年９月 22 日に「札樽病院の病床機能の転換」

について、第２回を 11月 18日に「倶知安厚生病院の病床機能分化・連携促進基盤整備事業費補

助金事業計画書」及び「小樽掖済会病院の医療機器の共同利用計画」について、第２回の継続審

議を令和５年１月 12 日に「倶知安厚生病院の病床機能分化・連携促進基盤整備事業費補助事業

計画書」についての議事で書面開催しております。 

一番下ですけれども、後志圏域地域医療構想調整会議岩内地域連絡会、こちらを令和４年 12

月 26 日に「岩宇４町村の医療体制等について」、「公立・公的医療機関等の具体的対応方針の

再検討等について」等の内容で岩内保健所にて開催しております。なお、連絡会の概要につきま

しては、資料６で説明させていただきます。以上です。 

 

（鈴木議長）  ありがとうございます。只今、事務局から説明いただきました会議等開催状況に

つきまして、何かご質問は無いでしょうか。無ければ、続いて、次第の（３）の報告事項のエ、

令和４年度意向調査結果について、事務局から説明願います。 

 

（見沢主幹） 資料４をご覧ください。まず、１点目ですけれども、「令和４年度意向調査の結果

概要」、こちらは病院及び有床診療所の回答をいただいた内容を取りまとめたものとなってお

ります。回答状況ですけれども、病院は対象の 15 医療機関全てから、診療所は対象 20 医療機

関のうち 19医療機関から回答をいただき、合計の回答率は 97.1％となっております。 

 ２ページをご覧ください。「（１）許可病床数」ですが、平成 28 年度の慢性期ですが、※１

に記載の通り、北海道済生会小樽病院の許可数に、済生会西小樽病院との統合後の慢性期 120床

を合算して記載しております。「（２）令和４年度の報告内容」ですけれども、「休棟等」の欄

を今年度も「コロナ」と「コロナ以外」に分けて回答いただいております。許可病床数、稼働病

床数、非稼働病床数というふうになっております。（３）については、2025 年の病床機能につ

いての予定も、それぞれの医療機関のほうからの提出された予定のものを記載させていただいて

おります。 

   ３ページをご覧ください。「（４）―１ 病床機能の転換、病床の廃止、又は２以上の医療機

関による再編・統合を予定している医療機関」ですけれども、札樽病院、本間内科医院、倶知安

厚生病院、余市協会病院の４医療機関が「転換・廃止・再編・統合の内容」のとおり計画されて

おります。 

   ４ページをご覧ください。（５）は、２ページの「（２）令和４年度の報告内容」において、

「非稼働病床を有する医療機関の理由と今後の見通し」ですけれども、「非稼働病床を有する医

療機関」は全部で 13 ありまして、「非稼働の理由」としては、「人員不足」に関する回答が多

くなっております。また、「今後の運用見通し」については、現状維持についての回答が多く、

廃止予定の医療機関もございます。 

   次に５ページをご覧ください。「今後担うべき役割」についてですが、医療機関数は有床診療

所も含まれておりますが、矢印の下の表は、各役割を回答いただいた「病院名」となっておりま

す。管内の医療機関は、「近隣の高度・専門医療を提供する医療機関と連携しつつ、救急患者の

初期対応や比較的症状が軽い患者に対する入院医療等の急性期医療を担う」と回答した医療機関

が 34医療機関のうち 13医療機関、次いで、「近隣の高度・専門医療を提供する医療機関と連携

しつつ、急性期経過後の在宅復帰に向けた医療の提供やリハビリテーションを行う」が７医療機

関となっております。「長期にわたり療養が必要な患者に対する入院医療を担っている」と回答

いただいた医療機関が６医療機関。「かかりつけ医としての役割や在宅医療における中心的な役

割を担う」と回答いただいた医療機関が６医療機関。「救急患者の受け入れや手術など高度・専

門医療を中心とした急性期医療を担う」と回答いただいた医療機関が２医療機関となっておりま
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す。 

   次に６ページをご覧ください。「病院の改築予定等に関する調査票」ですが、三ツ山病院、野

口病院、本間内科医院、倶知安厚生病院の４医療機関が計画をされております。説明については、

以上です。 

 

（鈴木議長） ありがとうございます。只今、説明いただきました内容について、ご質問はござい

ますでしょうか。 

無ければ次に進みます。次第の３の(３)病床機能の変更についてですが、まず、札樽病院につ

いて、事務局から説明願います。 

 

（見沢主幹） こちらにつきましては、資料５－１①になるのですけれども、令和４年９月 22 日付

け、書面において第１回調整会議で協議、ご了承いただいた事項となっておりますが、先日、

札樽病院から病床機能の変更を行わないことにしたため取り下げたいとの連絡がありましたの

で、この場で説明をいただき、皆さんにご協議をお願いしたいと思います。 

 

（鈴木議長） ありがとうございます。それでは、今日ご出席いただいております、札樽病院 池

田院長からご説明をお願いいたします。 

 

（札樽病院 池田院長） 昨年の地域医療の調整会議で、私どもの病院が、調整会議に乗ると言う

ことを私自身が理解していなかったものですから、かなり無理をお願いしたり、あるいは変更

をお願いしたり、非常にご迷惑をかけたことについて深くお詫びを申し上げます。 

なぜそういうふうになったかというと、私どもは私的病院なので、赤字が何年も続くというこ

とは許されないというところであります。令和３年まではなんとか持ちこたえていたのですが、

コロナ禍の中でもまあまあ持ちこたえたということなのですが、令和４年の６月にこの病院の予

算を検討しましたところ、7,000 万くらいの赤字が出るというようなことが、内部のことで誠に

申し訳ないのですけれど、出まして、これは大変な問題になるということで、それまでも感じて

いたのですが、コロナの状況がずっと続くにつれて、地域包括病棟の空床がどんどん増えていっ

たということであります。 

それはなぜかというと、外来も減り、それから救急車もコロナ関連の救急が非常に多くて、私

ども病院では老年者あるいは回復期の訓練をする人、あるいは重傷者、こうした人たちばかりな

ものですから、コロナのウィルスが入ってしまうと大変なことになって、死亡者もたくさん出る

だろうということで、できるだけウィルスを入れないというような方針でやってまいりましたが、

そういうこともあって、施設からとか自宅からとか、外来も減りましたので、入院がどんどん減

って、地域包括病棟を運営する条件である２カ月間在宅復帰率、在宅復帰の率を下げてはいけな

いというような条件が付きますので、殆ど地域包括病棟を使えないという状況になってまいりま

した。そこで、窮余の策としまして、この空床になっている、殆ど７床ぐらい空床なのですけれ

ど、５床を他の病棟に移して、少しでも赤字の額を減らそうということを考えて、先生達にお願

いをした次第なのです。ただ、そこでもいろいろな、７月までにそういうことを申し込むとか、

そういうことを私のほうで全然理解していませんでしたので、無理やりうちの職員に申し込んで

くれとか、あるいは７床にするのか５床にするのかも内部できちんと統制がとれなかったもので

すから、そこで変更したり、誠に申し訳ないことになったと感じております。コロナがうちの病

院にもクラスターが起こって、ほぼ全滅状態になった時期が 11月と 12月にありまして、その時

にラゲブリオを使ってみますと、一名も重症化せず死者も出なかったということで、これで大丈

夫だということで、救急を入れようと。それから、外来患者も徐々に増えてまいりましたので、

外来からの入院も増えてまいりますと、以前と同じように、一時的なのかもしれませんけれども、
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12 床の地域包括病棟が完全に稼働するようになってまいりまして、そこで、非常に申し訳なく、

面目ないことなのですけれど、再度、なかったことにしていただきたいという申し入れを、先日

したわけです。 

私的な理由で地域医療調整会議を混乱させたことを誠に申し訳なく思っているのですが、こと

の次第はそういう次第であります。 

 

（鈴木議長） 池田先生ありがとうございます。丁寧にご説明いただきました。本当に、今回の札

樽病院のみならず、皆様の各自治体、地域医療に関しましては、大混乱があったと思います。

そういう中で、今回の取り下げるということがあったということを私自身は理解いたしました。 

まず、只今説明いただきました内容に、ご意見やご質問がありましたらどうぞお願いいたしま

す。よろしいでしょうか。本当に、今説明いただいたことが全てだと思っておりますけれども、

いろいろな、各病院の方達も同じ問題を抱えてらっしゃるのかもしれませんが、ご質問は無いで

しょうか、大丈夫ですか。 

それでは、札樽病院の病床機能の変更の取り下げについて、ご了承いただけますでしょうか。

もしご了承いただければ挙手をお願いしてよろしいですか。挙手、全員認めまして、それでは、

札樽病院の病床機能変更については了承されました。 

 

（札樽病院 池田院長） ありがとうございます。 

 

（鈴木議長） 池田先生はここでご退席なさいます。ありがとうございました。お気をつけてお帰

りください。 

では、続けます。それでは次に、倶知安厚生病院について、事務局から説明願います。 

 

（見沢主幹） 資料５－２①をご覧ください。倶知安厚生病院の病床機能の変更の概要ですけれど

も、許可病床数は、令和４年８月 31 日までは、一般病床は休床を含む 172 床、精神病床が 60

床、感染症病床が 2 床の 234 床で、９月１日からは、精神病床を 20 床廃止し、214 床となって

おります。変更年月日は令和６年 11 月改築整備時を予定、変更内容は、一般病床 172 床のうち

15 床を廃止、病床機能としては、急性期病床 118 床のうち 103 床を回復期病床へ転換するとい

うもので、これにより、急性期 118床が 0床となり、回復期 54床が 157床となります。 

   次のページの「病床機能分化・連携促進基盤整備事業費補助金事業計画書」に係るご意見・疑

義等について」ですが、「１」につきましては、令和４年 11月 18日付け第２回書面開催の継続

審議である、令和５年１月 12日付け書面開催の資料として皆様にお示ししたものです。 

   裏面になるのですけれども、こちら「２」につきましては、その１月 12日の回答書から 11月

18 日にご意見をいただいた３名の委員の方及びご意見を提出された委員の方を取りまとめたも

のとなっております。事務局からは、以上です。 

 

（鈴木議長） ありがとうございます。書面開催でしたが、貴重なご意見をいただき本当にありが

とうございます。 

   それでは続きまして、倶知安厚生病院の九津見先生からご説明をいただいてよろしいでしょう

か。 

（倶知安厚生病院 九津見院長） この件に関しては、いろいろな先生から懸念の声を聞きました

けれども、ここに書いてあるように、資料５－２②、倶知安厚生病院の病床機能変更について

ということで、これを読ませていただきます。 

変更時期は来年の 11 月。この時にこの病院が一部新しく開業するのに合わせて変更する。変

更内容は、急性期病棟 118 床のうち 15 床を廃止し、103 床を地域包括ケア病棟に転換いたしま
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す。ということで、結局、全部、精神科が 40 床あるのですけれども、他の 152 床。全部で 199

床になる。40床が精神科、2床が感染症、他の全てが地域包括ケア病床ということですね。ただ、

それは病床機能の区分としては変更するのですけれども、変更後の対応ということで病床機能は

変更となりますが、現在と変わらず引き続き急性期医療を担ってまいります。急性期の患者に対

応する為に必要な人員配置を行い、適切な診療ができる体制を維持していくこととします。また

救急医療につきましても、二次救急医療機関として現在と変わらぬ受け入れ態勢を継続してまい

ります。今後も地域センター病院として求められる救急・小児・周産期・精神・外国人・訪問等

の診療機能を維持していくことが当院の役割であると考えております。ということで、変更の目

的は、診療報酬上、うちの今の状態から試算すると、全ての病床を地域包括ケアにしたほうがメ

リットがあるというような試算が出ているということと、もう一つは、看護師配置で余裕が出る

ので、今後人員が減っていくことを見込んでのことであります。13 対 1 ということになるので

すけれども、もちろん実質急性期のこともこのまま続けてまいりますので、手術などをする病棟

では手厚く看護師と傾斜配置するということにしておりますので、特に、診療科を減らすとか、

周産期をやめるとか、二次救急をやめるとか、ということではありません。基本的に今と同じ状

況で、病床数が少し減ると。実質、今、マイナス８床、休床しておりますので、15 床減るとい

うことになるのですけれども、実質７床だけということになります。そういうことなので、皆さ

んにこれをご了承していただきたいというふうに思います。 

 

（鈴木議長） 九津見先生、ありがとうございます。書面会議で行われましたために、議長である

私も不手際あったと思います。まずは、今回の件に関して、書面でご意見をいただいておりま

した、岩内協会病院の横山先生、何かございますでしょうか。お願いいたします。 

 

（岩内協会病院 横山副院長） 岩内協会病院の副院長、院長代理をしています、横山といいます。

僕は条件付きで承認するという形にさせていただいたのですけれど、これは結局、病床の再編

というか、急性期の病棟が無くなるということが、イコール、最終的には救急を受けられない

のではないでしょうかというふうに僕は思っています。 

先ほど言ったように、人員を厚くすると言っていましたけれども、その前には看護職員が減っ

ていくことを見越してというお話をしていたので、では減っていったらやらないんじゃないでし

ょうかっていうふうに思いますし、急性期ベットがゼロになるということは、急性期の患者さん

を受け入れないということは通常考えられることであるし、逆に外来の機能だけを一所懸命現状

維持をしても、バックのベッドが急性期でなければ急性期の患者さんって診られないんじゃない

でしょうかと、僕は素朴にそう思います。 

   急性期ではなくて、回復期の、地域包括の病床になるということは多分、病床の稼働率を上げ

なければならない、そうじゃないとペイしないですから。稼働率が上がるということは、空床が

無い、動かせるベッドが無い、動かせるベッドが無い状況で外来だけ頑張って救急やりますって

言っても、それはちょっと厳しいんじゃないでしょうかっていうのが、現実ではないんじゃない

でしょうかっていうのが、僕の考え、そういうふうに思います。 

   急性期のベッドの稼働率を上げるということは空床が無いので、急性期のベッドが無いので、

救急が受けられないという現実が出てくるのではないのかなというふうに思いますし、あと、急

性期を減らしたことによって、職員とか医療職って最終的に減っていきますよね。減らないとペ

イしないですよね。なので、ペイするように医療職を減らすか、若しくは、ペイしない状態のま

ま厚生病院として頑張る、でもお金が無いのでどこから補填するんですかということになります

し、言っていることはなんとなく分かるのですけれども、なんか、歪かなと。病院の入院の機能

は急性期はやりません、でも救急はやります。それって違うんじゃないですか、あべこべってい

うか、そういうふうに思うのですけれど、非常に疑問でした。なので、こういう意見を。それだ
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ったら、いっそのこと、うちの病院でなくてもいですけれど、どこかの病院が倶知安がやってい

た急性期の医療をしっかり受け継いで、倶知安厚生病院には、しっかり、いわゆるリハビリ等を

やるような病床の区分通りの仕事をしていただくというのだったら、承認はできるかなと思うの

ですけれど、病床区分を変えて、急性期病棟が無くなった上に、でも救急は頑張りますというの

は、どこかで破綻をきたすのではないかなというふうに疑問に思ったので、こういうふうにしま

した。以上です。 

 

（鈴木議長） ありがとうございます。では、横山先生からのご意見に関して、九津見先生、もう

一度・・・ 

 

（倶知安厚生病院 九津見院長） はい。急性期病床という名前がちょっと問題なのかなと思うん

ですよね。要するに、別に地域包括ケア病床になったからといって、急性期ができないわけで

はないわけですね。それは先生、お分かりいただけますよね。妨げるわけではない。 

 

（岩内協会病院 横山副院長） それは私も分かります、柿木先生の下で地域包括病棟の科担当を

していたので、地域包括病棟がどういうものかというのは分かっているつもりです。でも、状

況的には、看護職員が少なくなることを見越してということだったら、少なくなるでしょうけ

れど、そうしたら、先ほど言っていた傾斜配置ってもともとできないですよね。できませんよ

ね。だから、言っていることがちょっとずれているかなというふうに思います。 

あと、ペイするためには、本当の地域包括としての運営をがっつりすればペイはすると思うの

ですけれど、そのためには急性期を担う医者とかをどんどん減らして、医療職をかなり少なくし

ないとペイはしない。でも少なくするということは、急性期をやらないということに繋がります

し、逆に急性期をガンガンやるということであれば、地域包括の病棟にするとなると、たぶん補

填しなきゃならない、ペイしないですよ。その補填はどこやるんですか。 

 

（倶知安厚生病院 九津見院長） 現在の、うちの試算をすると、診療報酬上の現行の急性期、一

般入院基本料による病床単価と比べて、地域包括ケア病棟入院料をはじめとした算定により病

床単価が上昇するんです、うちの病院の場合は。そういう試算が出ているんです。それを見越

して、やるということで、経営基盤を安定化させるためにやるということで、地域医療の僕ら

の立ち位置を変えるというつもりは全くないんです。 

先ほど言っていた、ナースの配置のことは、第２の理由ですけれども、人口動態を見ると、今

後人口が減っていくということで、それは長い目で見た場合の話であって、今現在、ナースをど

んどん減らすということはもちろんしませんし、うちの場合、北海道厚生連という大きな組織な

ものですから、比較的、ナースが足りない場合は他の病院から駐在という形で補うということも

やっておりますので、急激にナースを減らして、病院機能がどんどん悪くなるというイメージは、

先生が懸念されているのがちょっとわからないのですが、うちではそういうことは全くないとい

うふうに思っています。あくまでも診療報酬を最適化する上でそちらを選んだというふうにご理

解いただきたいです。 

 

 

（鈴木議長） 先生、私からすみません、確認ですけれども、先生が確認されたように、現在と変

わらず急性期を担っていかれるという・・・ 

 

（倶知安厚生病院 九津見院長） もちろんです。特に、羊蹄山麓７カ町村の会議でも承認されて

おりますし、うち、センター病院、それから地域災害病院として、その機能を捨てるつもりは
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全くないんです。そのへんはご理解いただきたいと思います。 

 

（鈴木議長） ありがとうございます。ぜひ、この件に関してご意見、ご質問、お願いいたします。

どなたか、無いでしょうか。並木先生お願いします。 

 

（小樽市病院局 並木局長） こういうやり方でやっている、そういう、日本で他の病院というの

は、あるのですか。 

 

（倶知安厚生病院 九津見院長） それは、今はないです。 

 

（小樽市病院局 並木局長） これは、道のほうとしては、こういうやり方で承認はできるんです

か。 

 

（鈴木議長） 並木先生のご質問は、今、このような形をとっている病院が全国ではあるかどうか。

それに関しては、今のところないと。 

これは、先生、急性期を回復期にということですので、基本的には病床転換としては、これに

沿っていますけれど、事務局のほうから何かございますか。この件に関して。 

 

（築島部長） 保健環境部長の築島です。事務局から申し上げます。診療報酬の関係で、地域包括

ケア病床で算定するかどうかという件に関しては、道の所管ではなく、厚生局の関係になりま

すので、こちらのほうは、法人のほうの経営判断の中で申請されるものだと思います。 

今日の会議で議論いただく病床機能の報告制度のほうなのですけれども、実は、先生方、報告

の時に迷われると思うのですが、病棟ごとに機能を報告するとなっておりますので、病棟の中に

急性期の患者さんがいて急性期用のベッドを用意していただいたとしても、病棟全体の大多数が

回復期であれば、回復期として報告いただくというような仕組みになっておりますので、中小の

病院さんであれば、当然、病棟の中でのケアミックスということになるかと思いますので、報告

制度上はそういった形になっております。 

 

（鈴木議長） ありがとうございます。只今のご説明を受けて、何かまた新たなご意見、ご質問を

受けたいと思います。只今のお話ですと、病棟単位で役割付けをするけれども、必ずしもその

中に地域包括ケア病棟はそれしか受けられないということではない、ということでよろしいで

すね。他に何かございますでしょうか。 

   それでは、病床機能の変更に対する意見交換に関しては、倶知安厚生病院に関してはこれで終

了したいと思いますけれども、これは病院の方針ということでございますし、何よりも病院の経

営が大変であれば病院が持続できませんので、そのようにお考えになっていると思います。くれ

ぐれも、今、委員の皆様が、教えていただきましたように、地域の急性期医療に関しましてはこ

れからもご尽力いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

他に何かございますでしょうか。 

無ければ、次に、次第３の（４）協議事項のア、公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再

検証について、ご説明願います。 

（岩内保健所 久々江次長） 岩内保健所の久々江と申します。私から説明させていただきます。

資料６でございます。 

   公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証ということで、まず、１番の経過ですけれど

も、この再検証の発端となりましたのが、（１）の「経済財政運営と改革の基本方針 2018」、

いわゆる骨太の方針と呼ばれているものですけれども、その中で、公立・公的医療機関に関しま
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して、その下の四角の中ですけれども、地域の医療需要等を踏まえつつ、最後のほうですが、医

療機能を見直し、これを達成するための再編・統合の議論を進めること、ということで示されま

した。（２）です、これを踏まえまして、厚生労働省から、文書が発出されまして、診療実績が

特に少ない医療について９項目示されまして、９項目全てに該当している医療機関につきまして

は、再検証を経た上で、この地域医療構想調整会議において合意を得るようにと示されたわけで

ございます。こうした流れの中で、（４）です、令和４年 11月 18日付けで、岩内協会病院より

再検討結果が報告されました。（５）です、これを受けまして、昨年 12月 26日に会議を開催い

たしまして、岩内協会病院から提出のあった再検討内容について意見交換等を行いました。その

開催日時等は２番のところで、ここは省略いたします。 

   ３番の協議内容です。まず、（１）といたしまして、岩内協会病院による検討結果の概要とい

うことで、協会病院から提出いただいたものは、２枚目以降に添付しておりますが、その要点を

お話ししますと、①の現状といたしまして、岩宇地区唯一の病床がある病院で、救急医療も担っ

ている。２つ目としまして、原子力災害医療機関である。３つ目としまして、新型コロナウィル

ス感染症重点医療機関である。ということでございます。続いて、資料の裏面にいきますけれど

も、岩宇地域は強風によってドクターヘリを使用できない日が多いという現状がございます。こ

うした現状を踏まえまして、②の検討結果ですけれども、協会病院から示されましたのは、救急

医療、透析医療、小児医療、在宅医療は非常にニーズが高く、地域の重要な役割であることから

継続と。２つ目ですけれども、在宅医療の充実のため、訪問看護ステーション他、こういったも

のを継続していくと。３つ目としまして、病床数及び病床機能につきましては、地域の人口や患

者数の動向を踏まえて検討すると。最後に、上記に加えまして、医師の働き方改革によって医療

従事者の確保が今後さらに重要になるというご報告がございました。 

   この現状と検討結果を踏まえまして、(２)の意見交換でございます。岩内古宇郡医師会長、岩

宇４町村の首長からご意見をいただきました。その内容といたしましては、岩内協会病院は、地

域の中核病院として、住民にとっても、また医療連携の面で、個人経営の医療機関ですとか町村

立の診療所にとっても、必要不可欠な存在であると。さらには、救急医療をはじめといたしまし

て、地域の民間医療機関が対応することが難しい機能を担っていただいていると。そうした極め

て重要な存在であるということで、認識が一致したところでございます。こうしたことを踏まえ

まして、岩宇地域唯一の病院として維持していくためには、行政サイドからも医療従事者の確保

に協力していくことを、出席者で確認したところでございます。 

   説明は以上でございます。この内容で合意をいただければと思っております。ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。以上です。 

 

（鈴木議長） ありがとうございます。只今ご説明いただきました内容について、質問はございま

すでしょうか。 

   これが全国で発表された時は非常に衝撃的なニュースであったと思いますし、私達の後志でも

非常に驚きをもって見ていたのですが、今回、再検証いただいたということで、今、発表いただ

きました内容につきまして、何か皆様、ご意見、ご質問は無いでしょうか。 

それでは、今回、岩内協会病院の必要性を再認識するとともに、維持していくというこの確認

事項に関しまして、合意するということでよろしいでしょうか。ご意見無いでしょうか。では、

反対の意見が無いということで、合意するということを今確認いたしました。 

   では、続きまして、次第の３の（４）協議事項のイ、「公立病院経営強化プラン」について、

小樽市立病院から説明をお願いいたします。なお、関連する資料８の７、公立病院経営強改革プ

ランの進捗状況についても併せてご説明をいただきます。 

 

（小樽市立病院 成澤主幹） 小樽市立病院の成澤と申します。公立病院経営強化プランについて
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ということでご説明いたします。 

資料７のほうをご覧いただければと思います。まず、小樽市立病院経営強化プランの策定の趣

旨につきまして、資料１枚目の上段枠内に記載をしております。総務省が令和４年３月に、新た

に「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」の策定をい

たしました。これに基づき、病院事業を設置する地方公共団体は公立病院経営強化プランを策定

し、経営強化に総合的に取り組むものとすると示されております。これを受けまして、小樽市で

は、市立病院を中心としまして、保健所、財政部等と調整しながら策定していくことといたしま

した。 

   続きまして、経営強化ガイドラインの概要につきましては、１番に書いてございますが、まず、

今回のガイドラインの最重要ポイントとしましては、地域医療提供体制の確保であると考えてお

ります。そのために、公立病院の経営を強化及び限りある医療資源である医師・看護師を地域全

体で最大限活用するということが重要な点とされております。このガイドラインのポイントにつ

きましては、以前、平成 27 年に、新公立病院改革ガイドラインというものが出ましたが、その

際には、経営損益の黒字化というのが最重要と言われておりましたので、若干方向性が変わった

という印象を受けているところでございます。また、今回のガイドラインにおきましては、地域

医療構想との関連性について記載されておりまして、まず、この経営強化プランは、地域医療構

想と整合的であることが求められる点と、もう一つは、持続可能な地域医療提供体制の確保、こ

の場合には、個々の公立病院が地域医療構想等を踏まえ、地域において果たすべき役割・機能を

改めて見直し、最適化・明確化することが重要であるとされております。これを踏まえまして、

本プランにおきましても、後志圏域の地域医療構想と整合性を図った内容を記載しているところ

でございます。 

   続きまして、「２ 小樽市立病院経営強化プラン」の策定について、というところですが、ま

ず、こちらの策定時期につきましては、先ほどのガイドラインで示されておりますのは、令和４

年度又は５年度中に策定すると定められておりますが、当院では、４年度の策定ということにい

たしました。また、プランの内容につきましては、こちらの資料にございますが、ガイドライン

に基づいた７つの項目を記載しているところでございます。 

   続きまして、資料の裏面です。「３ 小樽市立病院経営強化プランの概要」というところでご

ざいますが、まず、プラン本体が 37 ページほどあってボリュームがありますので、そのプラン

の概要を本資料にまとめておりますので、項目ごとにポイントを絞って説明させていただきます。

まず、項目１、「小樽市立病院経営強化プランの策」について」では、先にご説明しましたとお

り、本プランの策定の趣旨、策定の時期、対象期間（令和５年度から９年度）、そういった状況

だということについて記載をしております。２の、役割・機能の最適化と連携の強化については、

地域医療構想の内容が多く含まれておりますので、ここは小項目ごとに少し詳しくご説明をさせ

ていただきます。２－１としましては、後志圏域の地域医療構想の概要としまして、圏域におけ

る病床機能と病床数の推計について引用して記載しております。２－２では、地域医療構想等を

踏まえた当院の果たすべき役割・機能を。主なものとしまして、災害拠点病院、高度急性期及び

急性期機能の推進、小児・災害・精神等の不採算・特殊部門の医療の提供、地域がん診療連携拠

点病院といった役割等について記載をしております。なお、これらの役割機能に加わりまして、

地域医療構想の最終年の令和７年及び本プランの最終年の令和９年度の病床数につきましては、

現状維持というふうに記載をしております。具体的に申し上げますと、地域医療構想推進シート

でもご報告している通り、高度急性期 94 床、急性期 208 床という内容になっております。また、

その他に、かかりつけ医の推進、患者の紹介・逆紹介を積極的に実施することにより、後志圏域

で初となります地域医療支援病院を目指すこととか、医師・看護師の確保に努めながらも、要請

に応じて関係機関への医師・看護師の派遣を継続していくこと等ということを記載しておりまし

て、当院の経営強化はもちろんなのですが、地域の医療機関と共存を図りながら、持続可能な地
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域医療提供体制の確保に向け取り組んでいくという主旨となっております。 

   続いて２－３、地域包括ケアシテムの構築に向けて。当院は、急性期機能を中心とした医療を

提供するとともに、患者さんがご自身のおうちに帰る、かかりつけ医に戻るという逆紹介を積極

的に進めるといったことや、北海道から指定されております認知症疾患医療センターとしての地

域における役割といったことを記載しております。 

   続きまして２－４としましては、先ほど申し上げました、地域医療支援病院を目指すことから、

紹介・逆紹介率を高い水準で維持することや、地域の医療機関の従事者の皆様に向けた講演会の

開催といったことを記載しております。 

   残りの２－５は、総務省の基準に沿った、当市立病院会計の小樽市の一般会計からの繰出金に

ついて記載しており、最後の２－６では、当院の医療内容を発信又は地域医療連携の推進に係る

広報等について住民の理解を得るような取り組みについて記載をしているところでございます。

ここまでが項目２の内容となっております。 

   続きまして、資料の次のページの大項目の３以降については、再びポイントを絞って簡潔にご

説明させていただきます。 

   「３ 医師・看護師等の確保と働き方改革」については、医師・看護師等の確保及び臨床研修

医等の若手医師の受け入れ等を通じて教育・育成を行い、さらに令和６年度から開始となります

医師の働き方改革への対応等についても記載しているところであります。 

 「４ 経営形態の見直し」では、経営形態の現状、経営形態の見直し（検討）の方向性につい

て記載をしているところでごじます。 

   続きまして、「５ 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組」では、新型コロナウ

ィルス感染症への対応におきましては、公立病院の役割の重要性が改めて認識されたこと、もし

くは、今後の新興感染症への当院としての対応等について記載をしております。 

   続きまして、「６ 施設・設備の最適化」では、施設・設備の適正管理と整備費の抑制、及び

デジタル化の対応の一例としまして、インターネット回線を用いた小樽後志地域医療連携システ

ムの活用等について記載しているところでございます。 

   最後、７番としまして、「経営の効率化等」というところでは、当院の経営指標に係る数値目

標や、その数値目標達成に向けた具体的な取組の内容、さらに、本プラン期間中の令和５年度か

ら９年度の、各年度の収支計画等を記載しております。なお、経営強化ガイドラインでは、本プ

ラン対象期間中に経常収支が黒字化するような数値目標を定めるべきとはされてはおりますが、

本プランにおきましては、経営改善に向けた取組を着実に実施していくということを謳っており

まして、現実的な目標年度として、プラン期間を若干延ばした令和 11 年度の黒字化を目指すと

しているところでございます。 

経営強化プランの概要のご説明は以上となりますが、終わりに、本プランの策定、公表に係る

日程などについて若干ご説明を補足させていただきます。まず、小樽市議会への対応につきまし

ては、一昨日、月曜日、13 日に第１回定例会厚生常任委員会において、最終案を報告している

ところでございます。そして本日、こちらの地域医療構想調整会議で今ご説明をさせていただい

て、皆様からのご意見等をいただきまして、所定の決裁を経て３月末までに策定し、４月には病

院ホームページ等において公表する予定としております。 

また、経営強化プランの経営の効率化に向けたさまざまな取組について記載しておりますが、

具体的な実行計画というものについては、別途、院内の関係部門において協議・作成を進めてい

るところでございます。ご説明は以上になります。 

 

（鈴木議長） ありがとうございます。只今説明いただきました内容について、皆様からご質問を

受けたいと思います。ご質問、追加、ございますでしょうか。 

無ければ、次に、次第の３の（４）協議事項のウ、「地域医療構想推進シート」の更新につい
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て、調整会議等における協議と協議の状況まで、事務局から説明願います。 

 

（見沢主幹） 説明させていただきます。資料８をご覧ください。地域医療構想推進シートについ

てですけれども、こちらは、医療機能の分担や、医療連携の進捗状況と今後の方針を見える化

することによって状況を管理していくものとなっており、意向調査や病床機能報告、調整会議

等の内容を反映させながら毎年シートを更新しておりますので、更新したところである朱書き

記載している部分中心に説明させていただきます。 

   まず、１ページ目は、年度と、「１ 地域医療構想の実現に向けた取組の方向性」の表の２項

目目の「現状・課題」のところを更新しております。次の「２ 圏域内における医療機能及び他

圏域との連携等の必要性」の「５事業のへき地医療」で、「寿都診療所」が令和４年 11 月１日

にへき地診療所となっているので、追記しております。 

   次、２ページをご覧ください。一番上、「（１）病床の現況及び 2025 年の見込み」の表です

が、令和４年度意向調査結果を取りまとめたもので、令和４年７月１日及び 2025 年の状況を更

新しております。申し訳ございませんが、こちらで２か所、表の修正をお願いいたします。表の

中ほど、「H28 年比」の「休棟等（コロナ以外）」ですが、▲625 床を▲72 床に、「合計」の▲

1,250床を▲590床に訂正をお願いいたします。 

意向調査による令和４年７月 1 日の許可病床は、H28 年７月１日に比して、高度急性期が 62

床減、急性期が 504 床増、回復期が 335 床減、慢性期 342 床減、休棟等（コロナ以外）が 73 床

増と、急性期病床が過剰で、高度急性期・回復期・慢性期の不足が見込まれる状況となっており

ます。医療機関別の結果は、一番最後に添付しております「別紙」となっておりますので、ご覧

いただければと思います。 

次に、「（２－②）不足することが見込まれる医療機能の確保対策（令和５年度以降の計画も

含む）」ですけれども、資料５－１、資料５－２で説明させていただいた札樽病院、倶知安厚生

病院の「病床機能の変更」の内容を記載しております。 

３ページですけれども「（４）非稼働病床への対応」についてですが、先ほど意向調査で説明

させていただいた内容の状況を記載させていただいております。 

次、４ページから６ページの「５ 地域（市町村）における取組」につきましては、各市町村

あて調査を実施し、進捗状況等を確認させていただき、報告のあったものを記載しております。 

次、７ページになります。上段、「７ 調整会議における協議等」の「（１）協議の状況」に

つきましては、先ほど資料３で報告させていただいた事項となっております。また、一番下の本

日開催の親会議については、会議終了後、協議等の結果について記載させていただきます。以上

です。 

 

（鈴木議長） ありがとうございました。では次の「公立病院経営強化プランの進捗状況」につき

ましては、先ほど小樽市立病院からご説明いただきましたので、８ページの「公的医療機関等

の具体的対応方針２０２５プランの進捗状況」について、順に関係医療機関からご説明をお願

いしたいと思います。 

まず、最初に、済生会小樽病院からご説明をお願いいたします。 

 

 

（済生会小樽病院） 済生会小樽病院です。プランの概要につきましては、変更ございません。進

捗状況についても、記載の通りとなっております。以上です。 

 

（鈴木議長） ありがとうございます。続いて、小樽協会病院の進捗状況ですが、今日は協会病院

の事務の説明者の方がいらっしゃらないので、事務局から説明をお願いします。 
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（見沢主幹） 小樽協会病院の「プランの進捗状況」ですけれども、「地域において今後担うべき

役割」について、こちらを更新しております。以上です。 

 

（鈴木議長） はい、ありがとうございます。続きまして、余市協会病院からご説明をお願いいた

します。 

 

（余市協会病院） 余市協会病院です。まず、プランの概要の「地域において今後担うべき役割」

のところで、３つ掲げております。365 日 24 時間救急医療対応、断らない医療の実践、回復リ

ハ機能の強化と掲げておりまして、進捗状況としましては、救急医療対応については継続実施、

回復リハ機能の強化を図るべく訪問リハビリを現在は試行稼働中で、４月から本格稼働となり

ます。 

   ２つ目の救急医療、検診等を含む高齢者医療、介護施設等への医療支援につきましては、引き

続き継続ということで、こちらの進捗状況としましては、当院の地域医療福祉連携室の活動によ

り引き続き連携機能を強化。 

   もう一つ、３つ目としましては、多言語対応マニュアルの作成と外国人の対応についてなんで

すけれども、こちらにつきましては、新型コロナ陽性患者受入れの関係で、多数の外国人を受入

れたこともありまして、既に多言語翻訳機（ポケトーク）を病棟と救急外来に配置したというこ

とで進捗してございます。 

また、もう一つ、今後持つべき病床機能の関係等につきましては、今後も実施検討中というこ

とです。以上です。 

 

（鈴木議長） はい、ありがとうございます。続きまして、岩内協会病院からご説明をお願いいた

します。 

 

（岩内協会病院） はい、岩内協会病院です。プランの概要に関しましては、記載の通りでござい

ますが、進捗状況の所で、今後持つべき病床機能というところで、概要の方では、病床数、病

床種別は人口減少や地域の特性等を考慮し適切な体制を検討するという形にとどめております

が、進捗状況の中で、医師、看護師等の状況を考慮し適正な体制を検討するという形で追記を

させていただいております。 

あとですが、④医療機能ごとの病床のあり方（稼働病床）に記載ミスがございまして、「将来

2025 年」の方ですが、休床病床が 81 床となってますが、左側の一番下にありますように、現在

の療養病床 32床は既に休床という形になっていますので、こちらの方の休床に関しては 49床と

いう形になりまして、こちらの合計は 140床となりますますので、訂正の方よろしくお願いいた

します。 

 

（鈴木議長） はい、ありがとうございます。続きまして、倶知安厚生病院お願いいたします。 

 

（倶知安厚生病院） はい、先ほど説明させていただいたような状況です。整備に関しては、昨年

に解体しまして、更地の所にこの春から新しい病棟を建て始めて来年の 11 月に開業予定という

ことになってます。以上です。 

 

（鈴木議長） はい、ありがとうございます。関連病院のご説明ありがとうございました。続いて、

10 ページの「（４）二次医療圏を越えた広域的な協議」以降について、事務局から説明いただ

きます。 
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（見沢主幹） 10 ページですけれども、「（６）病床機能報告制度に係る取組」で、表の区分の一

番下の「区分」の文言一部削除、11 ページ「８ 本年度の取組に関する評価（課題）及び今後の

方向性」ですが、下から６項目、「公立病院経営強化プランの進捗」ですけれども、昨年度までは

「新公立病院改革プランの進捗」となっておりましたが、「公立病院経営強化プランの進捗」とな

っており、評価（課題）に小樽市立病院の「経営強化プラン」について追記しております。以上で

す。 

 

（鈴木議長） はい、ありがとうございます。只今、ご説明いただきました推進シートの更新内容、

また、関係病院のプランの進捗状況につきましてご発表いただきました。御質問、御意見があ

りましたらお願いします。大丈夫でしょうか。本当に皆様、地域の医療を守るべく、日々努力

されているという方針でプランを立てていただいていることがよくわかりました。今後も、こ

れに沿って進捗いただければと思いますが、何かご意見ございますか。 

なければ、それでは、地域医療構想推進シート、現在（案）ですけれども、これに関しまして

は、承認ということでよろしいでしょうか。 

ありがとうございます。最後、次第の４「その他」になりますが、何かございませんでしょう

か。お願いいたします。 

 

（練合委員） 2026 年から新しい新たな構想に基づく取組みという、今回のこの調整会議について

は 2025 年度までとなっており、2026 年からのものについては、これから皆様考えていくことに

なるのでしょうか。 

先ほど札樽病院の先生の話なんですけれども、わざわざこの会場に出てきて、混乱させて申し

訳ないという謝罪があったんですけれども、本当に混乱したのは札樽病院の先生だと思うので、

こういったコロナ等々新しい感染症これから出てくるかもしれませんので、こういったパンデミ

ックの折りには、病棟の変更等々は、構想調整会議に出して承認するというのではなく、できれ

ば書面で報告して、道の方で報告を受けて我々にただ報告するというような形でも良かったので

はないかなと思うんですね。そういった所も検討した上で、2026 年からの構想調整会議、新た

な構想の下で取り組むという所も考えていただければ。やっぱり特別な時期ですので、特別なこ

とも、今まで通りのことではなく、特別に対応するということも必要なんじゃないかなと。よろ

しくお願いいたします。 

 

（鈴木議長） 貴重なご意見ありがとうございます。只今の先生の御意見について、何かございま

すでしょうか。 

たしかに、本当に皆様コロナ禍では、大変だったと思います。 

事務局の方に、私から確認ですけれども、今回、札樽病院を含めまして、意向調査という場合

に、我々、調整会議が果たすべき役目ですけれども、例えばこの圏域で過剰となっております急

性期などの病床へ転換するというようなご意向があった場合には調整会議での協議が必要となる

というふうに理解しております。今回は、先ほどの倶知安厚生病院に戻りますが、当圏域で不足

する回復期への転換であるということで、今回の調整会議としては情報共有をするということに

なると思います。それでよろしいでしょうか。 

（築島部長） 鈴木先生ありがとうございます。議長おっしゃられましたとおり、過剰な機能に病

床を増やすという時には、調整会議の中で協議を踏まえて、場合によっては、そういった計画

の時には、都道府県の権限でご意見を申し上げるというようなことが法律上は認められており

ますが、今、後志の場合は急性期以外の不足する機能へ転換する場合といいますのは、こうい

った場で情報共有をしていただいて、各関係の医療機関の皆さんが、今後のプランを考えてい
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く上での、参考にもしていただけるという位置付けかと思っております。 

先ほどの札樽病院様の件も、書面開催が続いていた中で、なかなかご意見、ご説明をいただく

機会を逸してしまったという中での今回のご説明に至ったのかなと思いますけれども、練合先生

のご意見のように、パンデミック下でなかなか難しい場合には、省略した形を考えながら、なる

べく皆様との情報共有、意見交換ができる場を設定していくということもできるだけ両立させて

いきたいと考えてございます。 

 

（鈴木議長） ありがとうございます。他に、せっかく集まっていただいきましたので、何かござ

いますでしょうか。全体を通して、再びないでしょうか。なければ、これで、本日の議事は終

了となります。議事進行に御協力をいただきありがとうございました。では、進行を事務局に

お戻しします。 

 

（佐々木課長） 鈴木議長、議事進行ありがとうございました。以上をもちまして、「令和４年度

第３回後志圏域地域医療構想調整会議」を終了させていただきます。皆様、本日は、長時間にわ

たり大変お疲れ様でした。お帰りの際は、くれぐれもお気をつけてお帰り下さい。ありがとうご

ざいました。 


